
技能職員の職務の級の切替えについて 

 

決  裁 平19.３.30 

 

（趣旨） 

第１条 この規定は、大阪市水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程（平成 19年大

阪市水道事業管理規程第８号。以下「改正給与規程」という。）附則第２項の規定に基づ

き、大阪市水道局企業職員のうち技能職員の職務の級の切替えに関し必要な事項を定める

ものとする。 

（旧級が２の職務の級に対応している場合の職務の級の切替え） 

第２条 改正給与規程別表第１において、改正給与規程の施行の日（以下「施行日」という。）

の前日においてその者が属していた職務の級（以下「旧級」という。）に対応する新級欄

に２の職務の級が掲げられている職員の施行日における職務の級（以下「新級」という。）

は、当該職員の施行日の前日における職務が当該職員の旧級に応じて別表の職務欄に掲げ

る職務に該当する場合にあっては改正給与規程附則別表第１の旧級に対応する新級欄に

掲げる２の職務の級のうち下段に掲げる職務の級とし、その他の場合にあっては同表の旧

級に対応する同欄に掲げる２の職務の級のうち上段に掲げる職務の級とする。 

 

別表 

旧級 職務 

６級 

１ 業務主任制度要綱（平成19年3月29日決裁）の規

定により業務主任に任命された者 

２ 部門監理主任制度要綱（平成19年３月29日決裁）

の規定により部門監理主任に任命された者 

３ 技能統括主任制度要綱（平成19年３月29日決裁）

の規定により技能統括主任に任命された者 

４ 前各号に準ずる主任に任命された者 

７級 

１ 部門監理主任制度要綱（平成19年３月29日決裁）

の規定により部門監理主任に任命された者 

２ 技能統括主任制度要綱（平成19年３月29日決裁）

の規定により技能統括主任に任命された者 

３ 前各号に準ずる主任に任命された者 

 

   附 則 

この規定は、平成19年４月１日から施行する。 

 


